
 

 

地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及び 

ＡＩ・ロボティクスの活用に関する研究会 開催要綱 

 

  

第１   目的 

今後の労働力の供給制約の中、地方自治体が住民生活に不可欠な行政サービ

スを提供し続けるためには、職員が、企画立案業務や住民への直接的なサービス

提供など職員でなければできない業務に注力できるような環境を作る必要があ

る。 

地方自治体の情報システムは、これまで各自治体が独自に発展させてきた結

果、システムの発注・維持管理や制度改正による改修対応など各自治体が個別に

対応せざるを得なかったが、クラウド化等を通じたシステム標準化や業務プロ

セス見直しにより、職員負担が軽減され、住民や企業の利便性向上にもつながる

ことが考えられる。また、近年の技術発展により、実証的にＡＩ・ロボティクス

の導入を進める企業や自治体も出てきつつある。 

こうした状況を踏まえ、（１）地方自治体における業務プロセス・システムの

標準化及び（２）地方自治体におけるＡＩ・ロボティクスの活用について実務上

の課題を整理する。 

 

 

第２   構成員 

 研究会は別紙の座長及び委員をもって構成する。 

 

  

第３   座長  

座長は会務を総理する。  

 

 

第４   議事  

（１）  研究会の会議は、座長が招集する。  

（２）  座長は、必要があると認めるときは、学識経験者等に研究会への出席

を求めその意見を聞くことができる。   

（３）  会議は非公開とするが、会議終了後に配布資料を公表するとともに、

議事概要を作成し、公表することとする。ただし、配布資料については、

座長が必要と認めるときは非公開とすることができる。 

 

  

第５  その他  

（１）  研究会の庶務は、総務省自治行政局行政経営支援室において処理する。  

（２）  この要綱に定めるもののほか、研究会の運営その他研究会に関し必要

な事項は座長が定める。  

資料３ 
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